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【相談】（内線）30-657,658,659 

【審査窓口】（内線）30-690,30-692,30-693,30-694,30-695 

※ 大臣の確認資料及び審査内容に関する相談は関東地方整備局へ（下記及び巻末参照）

令和２年４月１日より、都道府県経由事務が廃止されるため、大

臣許可の各種申請書・変更届出書等全ての手続きについて、関東地

方整備局建政部建設産業第一課への直接提出となります。 

【問合せ先】関東地方整備局建設業許可担当 048-601-3151

知事の新規・追加・変更（許可要件に関わるもの） 

【相談】（内線）30-657,658,659 

【審査窓口】（内線）30-661,30-662,30-666,30-671 

（許可通知書に関するお問合せは （内線）30-652へ）

２ 時 間 

午前9：00～午後5：00 

※ 新規の申請は午前9：00から午前11：30までに、 

 午後1：00から午後4：00までにお願いします。 

※ 受付前に手数料納入手続が必要ですので、P16記載の各種申請 

に関しては、早めの時間に御来庁願います。 

※ 手数料納入窓口の開設時間 午前9：00～午後5：00 

初めて申請する場合は、原則として建設業課内の相談コーナーで

予備調査を受けてください。（内線）30-657,658,659

時間  午前 9：30～11：30 

午後 1：00～ 4：30 
（手数料が発生する申請に関する相談は午後4:00までにお願いします。）

東京都都市整備局市街地建築部建設業課



は  じ  め  に 

 この手引は、建設業の許可を受けようとする方及び変更届を提出する方のために、

建設業法に基づく許可の基準や申請の手続などを簡明にまとめたものです。法律の

趣旨を十分御理解の上、この手引を参考に手続を行ってください。 

 なお、申請用紙の記入漏れや添付書類の不備があった場合、提出書類を受付でき

ないことがあります。受付した場合でも、取下げや却下処分を行わなくてはならな

いことがあります（登録免許税を除き、手数料は返却できません。）。提出書類や添

付書類に虚偽や不正があった場合は、法律により処罰されますので注意してくださ

い。 

 国土交通大臣許可については、東京都では形式審査（申請書類等が整

っているかどうかのチェック）のみを行い、国土交通省関東地方整備局

が審査を行うことになります（許可申請書、その他法令で定められてい

る提出書類（法定書類）を東京都の窓口に持参し、確認資料は、申請後

１週間以内に国土交通省関東地方整備局へ直接送ってください）。 

 ただし、令和２年４月１日より、都道府県経由事務が廃止されるため、

大臣許可の各種申請書・変更届出書等全ての手続きについて、関東地方

整備局建政部建設産業第一課への直接提出となります。 

詳細について、別途国土交通省関東地方整備局のホームページ

（http://www.ktr.mlit.go.jp/）等を御覧ください。 

【問合せ先】関東地方整備局建設業許可担当 048-601-3151 

 

申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られてい

ます。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません（提出

の際、身分証明書の提示を求める場合があります。）。 

「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」及び 

「建設業許可事務ガイドライン」を基にまとめました。 

（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html） 

注意 

・個人の確定申告書・特別徴収税額決定通知書等の写しを添付書類 

として提出する場合、既に記載されているマイナンバー部分の消

去（マスキング等）をしてからコピーしてください。 

・解体工事業の新設に伴う経過措置期間（令和元年５月末まで）は

終了しました。解体工事業を営む場合には、解体工事業の許可を

受ける必要があります（P67～71を参照してください。） 

・元号について、申請書類内で「平成」と記載されている箇所は、

必要に応じて「令和」に修正してください。 
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